
宮崎県北部医療機器等事業化・参入促進事業公募Q＆A

No 質問事項 回答

1

事業構成（１）や（２）において展示会や商談会を通じた支援が例と

して挙げられておりますが、出展費用等は委託費440万円に含まれ、

委託者が支出するのでしょうか。

宮崎県北部メディカル産業推進協議会で出展予定の展示会に係る出展

費用等は委託費から支出していただく必要はありません。パートナー

シップ強化やマッチング支援等を実施するにあたり、受託者が他の展

示会などに出展する場合は、委託費から支出をしていただく必要があ

ります。

2
展示会等を通じて支援を行う場合、出展先展示会の選定、出展企業の

選定、これらに係る事務局業務も受託者が対応するのでしょうか。

宮崎県北部メディカル産業推進協議会で出展予定の展示会について

は、受託者が対応する必要はありません。

しかし、受託者の判断でそれ以外の展示会に出展する場合は事務局業

務も実施していただくこととなります。

3
宮崎県北部メディカル産業推進協議会様のブース内で支援を行うの

か、委託者が個別にブース出展を行うのでしょうか。

宮崎県北部メディカル産業推進協議会で出展予定の展示会で支援を行

う場合、支援場所について特段の指定はありませんので、ブースをご

活用いただくことも可能です。

そのため、受託者に別途ブース出展を求めるものではありません。


